
設工認共通事項に関して補足説明する内容 

 法令及び原子力規制委員会文書「日本原燃株式会社再処理施設に係る設計

及び工事の計画の認可の審査、使用前事業者検査の確認等の進め方につい

て（令和２年６月２４日）」等を踏まえ、新規制基準を受けた設工認申請に

あたって整理すべき事項を以下の通り体系的に整理した。（図－１ 参照）

i. 今回の設工認申請は新規制基準を受け、既設工認から変更する事項に対

して申請を行うことから、それを前提として申請書本文（基本設計方針、

仕様表等）、添付書類（計算書、説明書、添付図面）で記載すべき事項・

記載方法、申請対象設備の選定の考え方および補足説明すべき項目等を、

発電炉の申請を参考に明確にする。（共通０６、共通０７ ）

ii. また、再処理施設等は設工認申請を行う設備が多数あることから、合理的

かつ効率的に設工認申請を行う必要がある。そのため、基本設計方針の設

計要求事項を踏まえて、評価、解析等に対する施設の種類、構造、評価手

法等による類型化の考え方、及び類型化を踏まえた添付書類の展開方法

を明確にする。（共通０６）

iii. 今回の設工認申請は、分割して申請を行うことから、ⅰのアウトプット

（設工認申請書の各書類の記載事項）を踏まえて、複数の申請書に跨って

技術基準適合性を説明する事項、複数の施設に共通的に関係する事項等

に係る分割申請における申請方法を明確にする。（共通０４）

iv. 今回の設工認申請では、申請すべき設備を漏れなく選定し設工認申請書

に示す必要があることから、ⅰのアウトプット（申請対象設備の選定の考

え方）を踏まえて、具体的な申請対象設備の選定を行う。必要に応じて選

定の結果を申請対象設備リストに反映するとともに、ⅰ 、ⅲにフィード

バックし、分割申請計画に反映する。（共通０９）

v. ⅲのアウトプット（複数の構築物、系統、施設に関係する事項等の分割申

請における取扱い）を踏まえて、新規制基準を受けた設工認申請の具体的

な分割申請計画を示す。（共通０５）

vi. ⅲ、ⅴのアウトプット（設工認申請書の各書類の記載事項、複数の申請書

に跨って技術基準適合性を説明する事項等の分割申請方法）を踏まえて、

第１回設工認申請の申請書の構成（基本設計方針の申請範囲、基本設計方

針と添付書類の紐づけ）および補足説明資料として示す事項を明確にす

る。（共通０８）

 分割申請計画の最終的なアウトプットはⅴ（共通０５）となり、第 1回申請

の申請範囲の最終的なアウトプットはⅵ（共通０８）となる。なお、共通０

８と同様のものを今後の分割申請の申請書ごとに作成し、申請範囲を明確に

する。
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 前頁のロジックを踏まえ、共通の各補足説明資料において、明確にする事

項は、以下の通り。

【共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添

付図面で記載すべき事項】 

【共通０７：添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の整理】 

 新規制基準を受けた設工認申請では、既設工認に対して変更申請を行うこ

とから、それを前提とした申請書本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項・記載方法を、発電炉の

申請を参考に明確にする。

 基本設計方針については、発電炉で実績のある前後表形式での記載方針、

許可整合を踏まえた記載すべき事項の抽出の考え方を示すとともに、既工

認等をもとにした変更前の記載方針を明確にする。

 仕様表については、変更申請における変更事項を明確にすることに加え、

申請対象設備の選定の考え方を明確にし、仕様表対象となる設備に対し発

電炉の実績を踏まえた技術基準への適合性を示すための仕様表記載事項を

明確にする。

 添付書類については、基本設計で示した設計の基本的な概念を設計の目的

を踏まえて詳細設計に展開するための実施方法、添付書類記載事項を踏ま

えた補足説明資料として説明すべき事項の抽出方法を明確にする。

 基本設計方針での設計の要求事項を踏まえ評価手法、解析方法等に対して

施設の種類、構造、評価手法等により類型化する考え方および類型化を踏

まえた添付書類の展開方法を明確にする。

 また、申請書の各書類での記載程度については、発電炉との比較により適

正化を図る方法を展開する。

 なお、今回の変更申請においては、設計変更が生じない事項もあることか

ら、変更のない設計事項に対する添付書類の示し方を明確にする。

【共通０１：１項申請と２項申請の区分】 

【共通０２：事業変更許可申請書で新規制基準を受けて追加等した項目の明確

化】 

【共通０３：（技術基準規則）新規制基準を受けて追加等された要求事項及び変

更等した項目の明確化】 

 １項、２項の申請区分の考え方を明確にするとともに、新規制基準を受け

て追加等した要求事項を踏まえた設計変更の内容等を抽出する。

 この結果は、共通０６における申請書記載事項の明確化を行う際の前提と

して活用する。

【分割申請における考え方（共通０４）】 

 共通０６のアウトプットである設工認申請の各書類の記載方針をもとに、

共通０１～共通０３にて整理を行った結果を踏まえ、分割申請において、

2
2



複数の構築物、系統、施設に関係する事項等の分割申請における取扱いを

明確にする。 

 基本設計で示した設計の基本的な概念を設計の目的を踏まえて詳細設計に

展開する際に、複数の構築物、系統、施設に関係する事項等の分割申請に

おける取扱いとして、火災、溢水等の具体的事例をもとに設工認申請にお

ける展開方法を示す。

 分割申請を行う際に事業者として考慮が必要な事項（工事工程、設計進捗

等）の分割申請における取扱いを明確にする。

 共通０２、共通０３における新規制基準に基づき要求事項が追加等された

条文及び要求内容、規則の変更によらず設計変更等した事項の整理を行っ

た結果を踏まえ、事業許可基準規則と技術基準規則との関係を各々の規則

の条文を紐づけすることにより、変更要求の変更申請における取扱い方法

を明確にする。

 共用設備の分割申請における取扱いについて、具体的事例をもとに設工認

申請における展開方法を示す。

【申請対象設備の選定（共通０９）】 

 共通０６のアウトプットである申請対象設備の選定の考え方を踏まえて、

具体的に申請対象設備の選定を行う。

 選定作業の主要な作業となる設計図書の色塗り作業の方法を示すとともに、

選定作業の作業ステップ等を示す。

 必要に応じ申請対象設備の選定結果を共通０６、共通０４の検討事項にフ

ィードバックし、１項、２項の区分、新規制基準を受けて追加等した要求

事項を踏まえた設計変更の内容等を踏まえて、分割申請計画および設備リ

ストに反映する。

【共通０５：工事工程等を踏まえた分割申請計画】 

 共通０４で明確にした複数の構築物、系統、施設に関係する事項等の分割

申請における取扱い等を踏まえ、新規制基準を受けた設工認申請の具体的

な分割申請計画を示す。

 分割申請計画においては、１項、２項の申請区分、それを踏まえた分割申

請数に加え、施設・系統ごとに変更申請における変更事項を明確にする。

【共通０８：第 1回申請の申請書の構成】 

 共通０６と共通０４で明確にした申請書の各項目での記載事項、複数の構

築物、系統、施設に関係する事項等の分割申請における取扱い等を踏まえ、

第１回申請の基本設計方針の申請範囲、基本設計方針と添付書類の紐づけ、

補足説明資料として示す事項を明確にする。

以 上 
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共通０４：設工認の申請計画の考え方

共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項

共通０７：添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化

共通０８：第1回申請の申請書の構成

工事工程、設計進捗等の分割申請での考慮

複数の構築物、系統、施設に関係する事項等の分割申請における取扱い

（設備に対する設計要件に加え、当該設備以外からの影響評価等が必要な

事項、複数の構築物、系統、施設に関係する事項等）

共用設備の分割申請での取り扱い

基本設計方針、仕様表等で記載すべき事項の考え方

発電炉との比較等による基本設計方針、添付書類での記載

のチェック

添付書類記載事項からの展開による補足説明が必要な事項の整理

発電炉との比較による補足説明が必要な事項の抜け漏れチェック

基本設計方針記載事項から添付書類へ展開すべき事項の

整理の考え方、変更しない添付書類の扱い

第１回申請の申請対象設備を踏まえた基本設計方針の申請範囲

基本設計方針と添付書類の紐づけ

補足説明資料の対象

基本設計方針から添付書類への展開（サン

プル）

基本設計方針、添付書類に係る発電炉との

比較（サンプル）

補足説明すべき項目の整理（サンプル）

分割申請における申請書の分冊数

申請書ごとの申請予定時期

分割申請を行う理由

各申請書で申請する内容

類型化展開の考え方

共通11：使用前事業者検査の実施方針

共通０９：申請対象設備の選定

共通０５：工事工程等を踏まえた分割申請計画（分割申請数、

申請予定時期、分割の理由）

共通０１：１項申請と２項申請の区分

１項申請、２項申請区分けの考え方

施設ごとの１項申請、２項申請の区分

共通０２：事業変更許可申請書で新規制基準を受け

て追加等した項目の明確化

事業許可基準規則の要求事項変更条文、変更事項

事業許可基準規則の変更内容によらず設計変更した事項

共通０３：（技術基準規則）新規制基準を受けて追加等

された要求事項及び変更等した項目の明確化

技術基準規則の要求事項変更条文、変更事項

技術基準規則の変更内容によらず設計変更した事項

許可整合、技術基準規則要求等により設工認で変

更が必要な事項、複数の申請書で分割する条文、

共通的な条文の分割申請での取り扱い等

各個別の技術的事項の説明

➀本文【基本設計方針（全体、第1回申請範囲の抽出、発電

炉との比較）、仕様表】、②添付書類に記載すべき事項

（基本設計方針からの添付書類への展開、発電炉との比較

を含む）、③補足説明資料の項目

共通10：全般的な品質管理方針

類型化展開（サンプル）

直接アクセスできない箇所に対する使用前事業者検査の実施方針

腐食等を考慮した判定基準の設定

核燃料物質等を用いた検査における設備使用範囲の設定

設備選定の基本方針、仕様表対象機器設定の考え方、

設工認で変更が必要な事項の設備単位での展開

※資料間で繰り返し相互確認を行う

⇒「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、

添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべ

き事項」でまとめた考え方等は、ガイド等の作成方

針を定める書類に反映
変更要求の分割申請における取扱い

ⅰ、ⅱ
ⅰ

ⅲ

ⅳ

ⅴ

ⅵ

申請対象設備の選定の考え方

図−１ 共通 補⾜説明資料の全体構成 4
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全般的な品質管理方針に関する 

基本ロジック（共通 10） 

○ 設工認申請に係る全般的な品質管理方針として、保安規定で定めた品質マ

ネジメントシステム計画に基づき策定した設工認品質管理計画を示す必要

がある。 

○ 設工認品質管理計画と保安規定品質マネジメントシステム計画との整合性

を説明するとともに、設工認品質管理計画の内容を第１回設工認申請にあ

たり実施した業務実績／計画を用いて補足説明する。

以 上 
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